
地
方
分
権
の
推
進
や
広
が
る

住
民
の
日
常
生
活
圏
、
少
子
・

高
齢
化
の
進
行
と
人
口
の
減

少
、多
様
化
す
る
住
民
ニ
ー
ズ
、

財
政
の
悪
化
な
ど
、
地
方
自
治

体
は
行
政
の
形
態
や
手
法
の
変

革
を
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
に
対
応
す
る
た
め
の
方
策

と
し
て
、
市
町
村
合
併
に
つ
い

て
の
議
論
が
全
国
各
地
で
活
発

に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

新
津
市
に
お
い
て
も
少
子
・

高
齢
化
は
今
後
も
見
込
ま
れ
、

買
い
物
や
通
勤
・
通
学
、通
院
、

生
活
圏
は
新
潟
市
な
ど
周
辺
市

町
村
と
一
体
化
し
つ
つ
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
新
津
市
が
こ
の
ま

ま
の
形
で
推
移
し
た
場
合
の
財

政
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、

今
後
投
資
的
な
事
業
に
向
け
ら

れ
る
財
源
は
年
間
八
億
円
程
度

で
推
移
す
る
こ
と
が
見
込
ま

れ
、
こ
れ
は
現
在
の
七
十
％
程

度
に
減
少
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。こ

れ
ら
の
現
状
を
踏
ま
え
、

政
令
指
定
都
市
に
向
け
た
合
併

の
方
向
を
検
討
す
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

な
ぜ
合
併
が
議
論

さ
れ
る
の
か

合
併
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
・
デ

メ
リ
ッ
ト
に
は
、
ま
ち
づ
く
り

や
行
財
政
運
営
な
ど
大
き
な
視

点
で
の
も
の
と
、
市
民
生
活
に

直
接
か
か
わ
る
も
の
が
あ
り
、

こ
れ
を
総
合
的
に
判
断
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

合
併
に
よ
る
行
財
政
運
営
の

効
率
化
の
一
つ
と
し
て
、
ス
ケ

ー
ル
メ
リ
ッ
ト
に
よ
る
職
員
な

ど
の
削
減
が
期
待
で
き
ま
す
。

ま
た
ま
ち
づ
く
り
の
面
で
は
合

併
特
例
債
等
財
政
支
援
措
置
の

活
用
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
の

特
例
債
は
基
本
的
に
は
借
金
で

す
が
、
そ
の
約
七
十
％
は
国
か

ら
交
付
税
と
し
て
市
へ
還
元
さ

れ
る
も
の
で
す
。

日
常
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
と

し
て
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た

二
百
二
十
七
項
目
の
事
務
事
業

で
は
、
合
併
に
よ
っ
て
百
の
事

業
が
向
上
し
、
百
十
四
が
現
在

と
同
程
度
、
十
二
の
事
業
が
低

下
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
（
残

り
一
事
業
は
未
調
整
）。

合
併
の
メ
リ
ッ
ト

と
デ
メ
リ
ッ
ト

任
意
協
議
会
で
合
意
さ
れ
た
事
項

●
合
併
の
方
式
と
期
日

合
併
の
方
式
は
新
潟
市
へ
の

編
入
合
併
で
、
合
併
特
例
法
の

期
限
で
あ
る
平
成
十
七
年
三
月

ま
で
の
合
併
を
目
指
す
こ
と
が

決
ま
り
ま
し
た
。

●
地
方
税
の
取
り
扱
い

個
人
市
町
村
民
税
の
均
等
割

は
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
新
潟

市
並
み
と
な
り
ま
す
。
ま
た
法

人
市
町
村
民
税
は
基
本
的
に
現

在
と
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
新
潟

市
で
は
軽
減
措
置
が
設
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
軽
減

措
置
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
の

で
き
る
事
業
所
も
一
部
出
て
き

ま
す
。

新
た
に
課
税
さ
れ
る
事
業
所

税
は
、
床
面
積
や
従
業
者
数
な

ど
で
一
定
の
要
件
を
超
え
る
場

合
が
課
税
の
対
象
と
な
り
ま

す
。
ま
た
都
市
計
画
税
は
、
こ

れ
ま
で
県
内
二
十
市
の
う
ち
十

六
市
で
課
税
さ
れ
て
き
た
も
の

で
、
合
併
後
は
市
街
化
区
域
内

に
あ
る
土
地
や
家
屋
に
限
り
課

税
さ
れ
ま
す
。

●
議
員
の
任
期
・
定
数

合
併
に
際
し
て
の
議
会
議
員

の
数
は
、
定
数
特
例
と
い
う
方

法
を
と
り
ま
す
。
こ
の
方
法
で

は
新
潟
市
を
除
く
市
町
村
の
議

員
は
全
員
失
職
し
て
、
合
併
時

に
旧
市
町
村
の
人
口
に
応
じ
た

定
数
で
選
挙
を
行
い
ま
す
。
新

津
市
か
ら
は
六
名
の
議
員
が
選

出
さ
れ
、
現
在
の
新
潟
市
の
議

員
の
在
任
期
間
中
、
任
期
を
務

め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
合
併
後
は
地
域
審
議
会

が
設
置
さ
れ
、
地
域
の
声
を
市

政
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。

※各戸に配布した合併に関する資料「みんなで考えよう市町村合併」について訂正します。
11月中旬に配布した資料（薄緑色の冊子）9詆の合併デメリット欄「1まちづくりや行財政運営に関する
こと」（3）の対応の内容を、次のとおり訂正します（青色の数値が訂正した項目数です）。

・227項目の事務事業の調整では、除雪やコミュニティデイホーム事業など合併後も独自の施策として実施する
10事業を含めて、67の事業について現在と同等のサービスを行うこととしています。

市
町
村
合
併
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

の
記
入
は
お
済
み
で
し
ょ
う
か
？

※
十
二
月
八
日
跼
ま
で
に
投
函
し
て
く
だ
さ
い
。

●問い合わせ 企画調整課 合併調査室（蕕24－2111 内線380～382）

現在までの取り組みに関する主な説明


